令和８年度採用智頭町農業振興推進員（集落支援員）募集要項

１　職　種
　智頭町農業振興推進員（集落支援員）

２　職種別勤務先・採用予定者数
業務場所：智頭町全域
採用人数：1名

３　任用期間
令和８年４月１日～令和９年３月３１日

４　受験資格
　　普通自動車免許（マニュアル免許が望ましい）
　　文書作成・表計算などのパソコン操作ができること
　　農業に関する基礎知識があること

５　業務内容
[bookmark: _Hlk224120337]（１）耕作放棄地の発生防止、遊休農地の活用
（２）農産物の特産品開発
（３）担い手、農地、農業機械の集約、農作業受委託の体制づくり
（４）その他農業の振興に関すること

６　賃金等
（１）報　　酬　月額１７６，８５１～１９５，５４８円
（２）各種手当（期末手当（年２回）、通勤手当：別途規定に準じる）
７　勤務日等
（１）勤務時間
　　　週３５時間勤務を基本とし、１日につき７時間４５分を超えない勤務時間とします（休憩６０分）。詳細な勤務時間については、協議の上、決定します。
（２）勤務を要しない日
土・日・祝日及び年末年始(１２月２９日から１月３日)
必要に応じて、休日等の勤務あり。その場合、振替休日対応とする。
（３）休暇
　　　有給休暇（年に１２日）、夏季休暇・年末年始休暇・結婚休暇・子の看
護休暇・忌引休暇、産前産後休暇等

８　試験を受けられない者
（１）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける
ことがなくなるまでの人
（２）智頭町職員として懲戒免職処分を受け２年を経過しない人
（３）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する
政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

９　試　験
（１）日　時　　令和８年３月３１（火）
※面接時間等詳細については申込の締切後、文書にて連絡します。
（２）場　所　　後日文書にて連絡します。
（３）方　法　　◇面接試験：個別面接による口述試験
◇書類審査：応募書類により志望動機、資格、経歴等
１０　受験手続き及び受付期間
◎　申込書は山村再生課で受領してください。
また、ホームページからダウンロードもできます。
◎　申込書に必要事項を記入し、写真（申込前３ヶ月以内に無帽で正面から上半身を写した縦４㎝、横３.５㎝のもので、本人と確認できるもの）を貼付のうえ山村再生課に提出してください。
◎　受付期間は、令和８年３月３０日（月）午後５時までです。
なお、同日までに到着するよう郵送されてもかまいません。

１１　その他注意事項
受理した提出書類は返却いたしませんので、ご了承ください。
本試験に関して収集した個人情報については、試験の選考、通知書の発送
及び採用手続き以外には利用しません。

１２　問い合わせ・申込書提出先
智頭町山村再生課　　電話７５－３１１７
〒６８９－１４０２　鳥取県八頭郡智頭町大字智頭２０７２番地１
